
【資料第 6号】高齢福祉課 

 

 高齢者あんしん相談センター駒込の運営法人の変更について 

 

 

１ 概要 

  高齢者あんしん相談センター駒込について、令和８年４月以降より運営を委託す

る法人が変更となるため、報告する。なお、センターの所在地・連絡先・開所時間等

については、本所・分室ともに変更は無い。 

 

２ 高齢者あんしん相談センター運営業務受託法人 

法 人 名：社会福祉法人 奉優会（東京都世田谷区駒沢一丁目４番 15号） 

代表者名：理事長 香取 寛 

  （令和８年３月末までは社会福祉法人 桜栄会が運営） 

 

３ スケジュール 

令和８年 １月末～ 引継ぎ 

４月１日 後継法人にて業務開始 

 

４ その他 

  運営法人の変更にあたっては、後継法人である奉優会より高齢者あんしん相談セ

ンター駒込に係る設置届の提出を受け、告示する。 


